
令和７年５月６日発生の庁舎火災による被害に関する支援を求める意見書  

 

埼玉県白岡市では、令和７年５月６日午後１１時１９分に市役所庁舎 1 階

において火災を覚知し、税務課、市民課及び会計課の事務室約８００㎡が焼

失しました。  

火災の原因は、電気系統のショートによる発火と推測され、埼玉東部消防

組合による詳細な調査が行われています。  

庁舎は、火災による一部焼失のほか、炎熱や大量の煤の影響で建物全体が

事務所として機能できない状態となったため、市では、既存の公共施設に臨

時的事務所を設け、応急的ではありますが、種々の行政サービスが継続でき

る体制が確保できるよう職員一丸となって奮闘しています。  

白岡市議会では、市長から報告を受け、市民への説明や市の復旧活動の支

援に努めているところでありますが、庁舎復旧まで、早くて３年程度の期間

を要するとしており、その期間、市民活動スペースの確保や大規模災害発生

時の災害応急活動の拠点、避難場所等の確保のほか、市職員のメンタルヘル

ス対策など、課題が山積していると認識しています。  

庁舎復旧には、莫大な予算が必要であり、火災に伴う突然の財政負担は、

当市の財政上の大きな課題となっており、国、県の支援が必要です。  

 また、自然災害に起因した公共施設の復旧には、国からの種々の財政支援

制度がありますが、火災に起因した公共施設の被害についても、自然災害時

と同様に市民への行政サービス、災害対応拠点確保に大きな影響を与えるこ

とから、早期復旧のための柔軟な財政支援制度が必要です。  

つきましては、こうした観点から、国、県におかれましては、行政機能、

行政サービスの早期復旧のため、下記の措置が講じられるよう強く要請しま

す。  

 

記  

 

１  火災復旧に要する資金に関し、自然災害時の復旧と同様に扱う等の柔軟

な対応を講じること。  



２  特別交付税に関し、自然災害時の復旧と同様に扱う等の柔軟な対応を講

じること。  

３  全国の地方自治体においても、当市と同様の火災が発生する蓋然性は否

定できないことから、地方自治体の事務所 (市役所、町村役場等 )の火災被

害についても、自然災害時と同様に行政機能の早期復旧を目的とした総合

的支援措置を講じること。  

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  
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